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Ⅴ 健康生活支援課（疾病対策課・生活衛生課）業務の概要 
 

<疾病対策に関すること> 

 

１ 結核予防事業 

戦後、昭和26年に結核予防法が制定され、患者の医療費負担を軽減し、安心して適正な医療を 

受けることができるよう公費負担医療制度が確立された。昭和36年には、患者の発見と治療、感染

源となるおそれのある患者の隔離、治療終了後の観察など患者管理制度の強化がなされた。その後

もサーベイランスの実施、結核医療の基準の改正などを行い、罹患率は減少を続けてきたが、平成

9年から新規結核登録患者数、罹患率等が増加に転じたため、平成11年には「結核緊急事態宣言」

（厚生省）が出された。 

平成14年3月にとりまとめられた「結核対策の包括的見直しに関する提言」を受けて、平成15年 

4月から小学校1年生と中学1年生に対するツベルクリン反応検査及び BCG 再接種は中止された。 

  平成16年6月23日、53年ぶりに結核予防法が一部改正され、平成17年4月1日から施行された。 

その改正の大きな柱は4つあり、第一に国の基本指針と都道府県の予防計画の策定、第二により 

重点的でリスクに応じた健診、第三に定期予防接種におけるツベルクリン反応検査の廃止・BCG 

直接接種、第四に DOTS（直接服薬確認療法）の考え方を盛り込んだことである。 

  その後、平成18年12月8日に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部

改正」が公布され、結核は感染症類型の二類感染症となり、平成19年4月1日から施行された。この

改正に伴い、結核予防法は平成19年3月31日をもって廃止された。 

平成23年5月16日の「結核に関する特定感染症予防指針」の改正により、同年10月12日から DOTS 

対象者に喀痰塗抹陰性患者や潜在性結核感染症患者が加えられ、全結核患者が DOTS の対象となった。

これを受けて平成24年12月18日に「千葉県結核患者服薬支援実施要領」の一部改正が行われた。 

（１） 結核予防対策の概要 

区 分 根拠法令 概 要 

１ 健康診断 

（胸部エックス線検査等） 

法第53条の2（定期） 
事業所従事者、学生、施設入所者、65歳以上住民等

に対する定期健康診断 

法第17条（接触者健診） 
結核にかかっていると疑いのある者に対する健康診

断の受診勧告 

２ 患者管理 

法第12･53条の11 

（届出） 

医師による診断時、病院管理者による患者の入退院

時の届出 

法第53条の12（登録） 保健所における結核登録票、患者の現状把握 

法第53条の14（家庭訪問指

導） 

家庭訪問による直接服薬指導とその他必要な指導 

千葉県地域DOTS（次ページ参照） 

法第53条の13 

（精密検査） 

要経過観察者、治療中断患者等に対する受診機会の

付与 

３ 感染予防対策 

法第18･19･20条 

（まん延防止） 

まん延防止の必要のある患者に対する就業制限、入

院勧告 

法第15条（感染症の発生の状況、

動向及び原因の調査） 
患者及び接触者の調査（積極的疫学調査） 

予防接種法第5条 
ＢＣＧワクチンの接種 

乳児（生後1歳に至るまでの間にある者） 

４ 医 療 

（公費負担） 

法第37条（入院医療） 入院勧告患者の医療費（入院医療費等）の公費負担 

法第37条の2 

（適正医療） 

適正医療（化学療法、画像診断、副作用の検査、外

科的療法）の公費負担 

５ 感染症の診査に 

  関する協議会 
法第24条 

入院勧告、入院期間の延長、適正医療の申請に関す

る審議 
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６ 結核・感染症 

発生動向調査 

法第12条～第16条 

保健医療局長通知 

（H11.3.19付健医発第458号） 

結核の発生情報の正確な把握と分析をオンラインシ

ステムで一元的に行う 

７ 結核対策特別 

促進事業 

（予算措置）結核対策特別促進

事業実施要綱 

結核の発生状況に地域格差があることから、地域の

実情に応じた事業を実施する 

８ 結核菌遺伝子 

解析事業 

法第15条、千葉県結核菌検査

実施要領 

結核の発生状況及び動向を把握するため、結核菌株

を収集し、遺伝子検査を実施する 

参 考 千葉県地域 DOTS 体系図 

地域 DOTS の実施（服薬確認頻度と DOTS 実施方法の決定） 

 

 

 

 

コホート検討会の実施 

（治療成績評価と地域 DOTS 実施方法の評価・見直し） 

 

DOTS カンファレンスの開催 

－患者の利便性・地域の実情を考慮した退院後の個別患者支援計画の作成－ 

病棟内会議・保健所と入院医療機関との連携会議 

DOTS カンファレンスの開催 

個別患者支援計画の評価・見直し（服薬確認頻度の変更） 

全 結 核 患 者 

 

院内 DOTS の実施（結核病床を有する病院） 

入院期間内初回面接 

入院期間内面接（定期的又は必要時） 

退院前面接 

※「服薬中断リスクアセスメント評価票」を作成

してリスク評価する。 

 

保健所内面接・家庭訪問等 

「服薬中断リスクアセスメント評価票」を作成

してリスク評価する。 

 

服薬確認頻度 A 

服薬確認：原則毎日 

 

 

服薬確認頻度 B 

服薬確認：週 1～2 回以上 

服薬確認頻度 C 

服薬確認：月 1～2 回以上 

DOTS 実施方法 

（1）外来通院 DOTS （2）通所 DOTS （3）訪問 DOTS （4）連絡 DOTS 

状況に応じて弾力的に組み合わせて実施 

患者の服薬終了の確認 

入院治療を 
要する患者 

入院治療を 
要しない患者 
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（２） 結核患者の管理業務の流れ 

 

 

 

 

  

                  医師からの届出に基づき、患者基本情報を収集する。 

                   情報源  結核発生届 

                        結核医療費公費負担申請書 

                        結核患者入院届 

                        患者の毎月の菌情報 

                        医療機関からの情報収集 

                        本人面接調査（患者面接連絡票） 

                         

 

 

定期                        接触者集団健診                                             

                患者の家族と              を徹底すること                                                                                                       

                交友関係等を含め            を目的に健診状               

                接触者の状況を             況を最長 2 年後 

                 把握する。              まで確認する。 

 

 

                  接触者健診を徹底することを目的に 

                  健診状況を最長 2 年後まで確認する。 

                   

                      

 

                      患者の継続的な管理項目を確認する。                    

                        情報源 結核患者退院届                       

                            退院患者連絡票 

                            公費負担申請書 

 

 

             

 

治療終了後 6 カ月毎概ね 2 年間の精密検査（管理検診） 

状況、登録除外の状況を確認する。 

 

                                                                                                                             

                          

 

リストを作成する。 

            

 

結核患者の診断 

医師からの届出 

基本情報調査 

・患者氏名、年齢、性別 

・患者職業 

・病名 

・初診年月日、診断年月日 

・発病年月日 

・治療開始年月日 

・その他（省令で定める事項） 

接触者状況調査 

・対象者把握 

・定期健診受診状況 

・その他 

接触者集団健診 

（患者属性） 

・事業所 

・学校等 

・施設 

・病院   

患者の管理 
・感染症診査協議会の開催 
・医療費公費負担 
・毎月の経過 
・服薬支援 
・症例検討（接触者健診の検討、ＤＯＴＳ

会議、コホート検討） 
・治療終了 

精密検査（管理検診） 
・本人通知 
・受診状況 

接触者健診 

・健診状況の把握 

・2 年間 

登録除外 
・観察不要 
・死亡（死亡原因） 
・転症 
・転出 
・その他(帰国等) 

患者の毎月の菌情報 

医療機関からの情報収集 

患者・家族からの情報 



- 54 - 

（３）結核の接触者健診実施のフローチャート              

 

                       （直ちに）                   

               

                       （直ちに） 

      

                                

 

       【集団の所属なし】     【集団の所属あり】                  

                                 報告 

        

           【否】               【要】 

 

                                                   

 

                                            

                                                                                      

                                           

                                          

 

 

 

 

                                          

 

 

                                  

  

                                                                             

 

 

 

                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策委員会の設置と運営 

・対策委員会の設置 

・健診対象者への説明 

・担当部局への報告          

・結核専門家への参加要請 

患者登録（保健所） 

初発患者調査 

・医療機関からの情報収集 

・患者・家族への面接 

集団感染対策要否の検討・決定 

接触者健診対象 接触者集団健診対象 

健診結果の判定 

・IGRA 検査 

・ツベルクリン反応検査 

・胸部エックス線検査 

接触者健診の計画 

・初発患者の感染性評価 

・接触者の優先度評価 

・健診対象者の範囲決定 

・健診の説明と同意 

健診の事後措置 
・健診結果の迅速な通知 
・追跡（接触者フォローアップ） 

接触者健診の実施 

・問診 

・IGRA 検査 

・ツベルクリン反応検査 

・胸部エックス線検査 

・関連保健所間の連携 
接触者健診の実施 
・問診 
・IGRA 検査 
・ツベルクリン反応検査 
・胸部エックス線検査 
・検査結果の分析・評価 
・関連保健所間の連携 
 

接触者集団健診の事後措置 
・対策委員会における検討 

・結果説明会と相談窓口 

・追跡調査 

・再発防止対策 

結核患者の診断 

ビジブル［基本情報］を活用 

県
庁
主
務
課 

 

集
団
感
染
の
お
そ
れ
あ
り 

 

感
染
者
又
は
発
病
者
あ
り 

報告・その他 
・担当部局への報告 

（集団感染と判断した場合は、保健
所から県庁主務課へ報告、県庁主
務課から厚生労働省へ報告） 
・医療機関団体等との連携 
・結核菌株の保管 

報
告

 結核集団感染事例（定義） 
同一の感染源が 2 家族以上にまたが
り、20 人以上に結核を感染させた場合
をいい、発病者 1 人は 6 人の感染者に
相当するとして感染者を計算するもの
とする。（平成19年 3月 29日健感発第
0329002 号厚生労働省健康局） 

集団感染対策の計画 

・初発患者の感染性評価 

・接触者の感染・発病リスク評価 

・健診対象者の範囲決定 

健診結果の判定 

県庁主務課 

 

対
象
の
拡
大
必
要 
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２ 感染症（予防）対策事業 

平成１１年、新興・再興感染症に対応した良質の医療を提供し、人権に配慮した感染症法（「感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」）が施行された。 

施行後は、海外における感染症の発生状況や国際交流の進展などに伴う新しい感染症の発生を 

踏まえ、感染症の発生予防・まん延防止等のため積極的疫学調査や、患者に対する医療の提供等国

内感染症対策の充実強化と動物由来感染症対策の強化等を法改正により図ってきた。 

なお、本県の感染症対策は千葉県感染症予防計画・千葉県健康危機管理基本指針のもと実施され

ている。 

また、平成２５年４月１３日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行され、作成された

政府行動計画に基づき、千葉県新型インフルエンザ等対策行動計画（平成30年2月15日変更）が策

定された。今般の新型コロナウイルス感染症流行の経験を踏まえ、令和6年度中に全面的に改正さ

れる予定であり、関係機関、市町村等と連携し体制整備に取り組んでいる。 

 

（１） 感染症発生時の業務の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検 疫 所 

保 健 所 

医 療 機 関 

感染症指定医療機関 感染症診査協議会 

市 町 村 

厚 生 労 働 省 

疾 病 対 策 課 

都 道 府 県 ・ 

保健所設置市・特別区 

報 道 

通知 

（検疫法第18条第3項） 

届出（法第 12 条） 

検査依頼 

報告・連絡 

（法第 14 条） 

（法第 16 条） 

検査研究機関の職員の協力 

接触者等調査依頼 

住居地・勤務先等消毒 

（法第 27 条第 2 項）

ねずみ等の駆除 

（法第 28条第2項）

通知（入院延長等） 

（法第 20 条） 

病状説明 （法第 38 条） （法第 24 条） 

調査・検体採取・

通知（法第15条） 

健康診断・勧告等 

（法第 17 条） 

就業制限 

（法第 18 条） 

消毒命令 

（法第 27 条） 

入院（法第 19 条） 

（移送）（法第 21 条） 

該当者 

接触者 

連絡・報告 

通知 

(検疫法第 26 条の 3) 

管外発生感染症患者の同行

者通報による調査依頼 

衛 生 研 究 所 



- 56 - 

（２）感染症の種類及び対応 

既知の感染症については、その感染力や罹患した場合の重篤性などを考慮して、5つに類型化 

され、対応が定められている。また、新感染症や既知の感染症であっても特別な措置が必要な 

指定感染症について、対応が規定されている。 

 感染症名等 

感 

染 

症 

類 

型 

一 類 感 染 症 

（ 7 疾 患 ） 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう（天然痘）、南米出血熱、ペスト、 

マールブルグ病、ラッサ熱 

二 類 感 染 症 

（ 7 疾 患 ） 

急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイ

ルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。）、中東呼吸器症候群（病原体がベ

ータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイルスであるものに限る。）、鳥インフルエン

ザ（Ｈ５Ｎ１）、鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９） 

三 類 感 染 症 

（ 5 疾 患 ） 
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス 

四 類 感 染 症 

（ 4 4 疾 患 ） 

Ｅ型肝炎、ウエストナイル熱、Ａ型肝炎、エキノコックス症、エムポックス、黄熱、オ

ウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Ｑ熱、狂犬病、コクシジオイデ

ス症、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属Ｓ

ＦＴＳウイルスであるものに限る。）、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳

炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ

（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９を除く。）、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハ

ンタウイルス肺症候群、Ｂウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘン

ドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リ

ッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッ

キー山紅斑熱 

五 類 感 染 症 

（ 5 0 疾 患 ） 

（全数）アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。）、カルバペ

ネム耐性腸内細菌目細菌感染症、急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く。）、急性脳炎

（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネ

ズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）、クリプトスポリジウム症、クロイツフ

ェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジ

ア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染

症、水痘（入院例に限る）、先天性風しん症候群、梅毒、播種性クリプトコックス症、

破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染

症、百日咳、風しん、麻しん、薬剤耐性アシネトバクター感染症 

（定点）インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除

く。）、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）、ＲＳウイルス感染症、咽頭結膜熱、

Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発

しん、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎、急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎、性器ク

ラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症、感染

性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）、クラミジア肺炎（オウム病を除

く。）、細菌性髄膜炎（髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定され

た場合を除く。）、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染

症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症、 

指 定 感 染 症 該当なし 

新 感 染 症 該当なし 

新型インフルエ

ンザ等感染症 

（ ４ 疾 患 ） 

新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ 

新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症   

＜但し書き P57 表★参照＞ 
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感染症類型 性  格 

一 類 感 染 症 

（ 7 疾 患 ） 

・感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性が極めて高い感染症 

・患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者について入院等の措置を講ずることが必要 

二 類 感 染 症 

（ 7 疾 患 ） 

・感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性が高い感染症 

・患者及び一部の疑似症患者について入院等の措置を講ずることが必要 

三 類 感 染 症 

（ 5 疾 患 ） 

・感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性が高くないが、

特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こしうる感染症 

・患者及び無症状病原体保有者について就業制限等の措置を講ずることが必要 

四 類 感 染 症 

（ 4 4 疾 患 ） 

・動物、飲食物等の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある 

感染症（人から人への伝染はない） 

・媒介動物の輸入規制、消毒、物件の廃棄等の物的措置が必要 

五 類 感 染 症 

（ 5 0 疾 患 ） 

・国が感染症の発生動向の調査を行い、その結果に基づいて必要な情報を国民一般や医療

関係者に情報提供・公開していくことによって、発生・まん延を防止すべき感染症 

指 定 感 染 症 

 

・既知の感染症のうち上記一～三類に分類されない感染症であって、一～三類に準じた 

対応の必要が生じた感染症       

新 感 染 症 

・人から人に感染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに  

異なり、当該疾病に罹患した場合の症状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延

により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの 

新型インフルエ

ン ザ 等 感 染 症 

（ 4 疾 患 ） 

 

★ ①～④ 

P56参照内容 

①新型インフルエンザ（新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを

病原体とするインフルエンザで、一般に国民には免疫がない）   

②再興型インフルエンザ（かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後 

流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興 

したもので、一般に現在の国民の大部分には免疫がない）  

③新型コロナウイルス感染症（新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロ

ナウイルスを病原体とする感染症で、一般に国民には免疫がない） 

④再興型コロナウイルス感染症（かつて世界規模で流行したコロナウイルスを病原体とす

る感染症で、その後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が

定めるものが再興したもので、一般に現在の国民の大部分には免疫がない） 

このため、全国的かつ急速な蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそ

れがあるもの 

（３）感染症法の主な措置の適応表                     (令和6年1月31日現在) 
感染症類型 

措 置 
一 類 二 類 三 類 四 類 五 類 新型インフルエンザ

等感染症 

疾 病 名 の 規 定 方 法 法律 法律 法律 法律･政令 法律･省令 法律・政省令 

疑 似 症 患 者 へ の 適 用 ○ ○ × × × ○ 

無症状病原体保有者への適用 ○ × × × × ○ 

積 極 的 疫 学 調 査 の 実 施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

医 師 の 届 出 
○ 

（直ちに） 
○ 

（直ちに） 
○ 

（直ちに） 
○ 

（直ちに） 
○*1 

（7日以内） 
○*2 

（直ちに） 

獣 医 師 の 届 出 ○ ○ ○ ○ × ○ 

健康診断の受診の勧告・実施 ○ ○ ○ × × ○ 

検 体 提 出 の 命 令 等 ○ ○ × × × ○ 

就 業 制 限 ○ ○ ○ × × ○ 

入 院 の 勧 告 ・ 措 置 、 移 送 ○ ○ × × × ○ 

汚 染 さ れ た 場 所 の 消 毒 ○ ○ ○ ○ × ○ 

ね ず み ・ 昆 虫 等 の 駆 除 ○ ○ ○ ○ × △*3 

汚 染 さ れ た 物 件 の 廃 棄 等 ○ ○ ○ ○ × ○ 

死 体 の 移 動 制 限 ○ ○ ○ × × ○ 

生 活 用 水 の 使 用 制 限 ○ ○ ○ × × △*3 

建 物 の 立 入 制 限 ・ 封 鎖 ○ × × × × △*3 

交 通 の 制 限 ○ × × × × △*3 

健 康 状 態 の 報 告 要 請 × × × × × ○ 

外 出 の 自 粛 の 要 請 × × × × × ○ 

（令和6年1月31日現在）
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*1  侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しんは「直ち」に届出なければならない。 

*2  かかっていると疑うに正当な理由のあるもの 

*3 2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、全部又は一部を適用するこ

とができる。 

 

（４）感染症の診査に関する協議会の設置（第24条） 

ア 都道府県知事の諮問に応じ、第20条第1項の規定による勧告及び同条第4項の規定による入院の

期間の延長に関する必要な事項を審議させるため、各保健所に感染症の診査に関する協議会を 

置く。 

イ 一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症患者等の入院に係る手続き 

（５）平常時の感染症対策 

ア 感染症に関する知識普及・住民への啓発活動 

（ア）広報やパンフレットを利用し、感染症予防の注意事項等正しい知識の普及を図るとともに、

ホームページ等で、感染症流行状況について情報提供に努める。 

（イ）集団発生時等に、患者の人権が守られるよう住民の理解を深める。 

イ 保健所長の勧奨による検便 

 
 

一類感染症の患者・疑似症・無症状病原体保有者 

二類感染症の患者・一部疑似症 

新型インフルエンザ等感染症の患者・疑似症患者・無症状病原体保有者 

保健所長による応急入院勧告 

保健所長による応急入院措置 

応急入院（72時間以内） 

保健所長による勧告・措置による 

 本入院（10日以内）※ 

保健所に設置された感染症の診査に関する 

 協議会での本入院の必要性の審査 

通
常 

意見 

退  院 

保健所長による本入院の延長 

（10日以内）※ 

感染症の診査に関する協議会での 

     本入院の必要性の審査 

意見 

退  院 

入院勧告をする理由等を

明記した書面を交付 

病原体を保有していないことが確認された

とき等には、退院させなければならない。 患者からの退院請求 

注）別途、本入院の期間が30日を超える場合の厚生労働大臣への審査

請求の特例として、公衆衛生審議会の意見を聴いて、5日以内に

裁決しなければならない。 

※ 結核にあっては30日以内 
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（６）感染症発生動向調査事業 

感染症を診断した医療機関からの発生届を受理・分析し、情報提供することにより、感染症の

発生及びまん延を防止することを目的として行われている。 

これらは、感染症サーベイランスシステムを活用しており、把握対象疾患は、一類から四類感

染症及び新型インフルエンザ等感染症を全数把握とし、五類感染症については、全数把握疾患と

定点把握疾患が規定されている。 

図1 感染症発生動向調査体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省ホームページより 

 結核・感染症発生動向調査事業のフローチャート(2011「国民衛生の動向」より) 

  

保健所別定点数（令和6年1月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

COVID19 うち小児科
（再掲）

習 志 野 16 10 10 3 3 1 33 済生会習志野病院

市 川 19 12 12 3 4 1 39

松 戸 25 16 16 5 6 1 1 54
松戸市立総合医療セン
ター

野 田 7 4 4 1 1 13

印 旛 24 16 16 4 5 1 1 51 成田赤十字病院

香 取 6 3 3 1 1 11

海 匝 7 4 4 1 1 1 1 15 国保旭中央病院

山 武 9 6 6 1 2 1 19 さんむ医療センター

長 生 7 4 4 1 1 13

夷 隅 5 3 3 1 9

安 房 7 4 4 1 1 1 1 15 亀田総合病院

君 津 13 8 8 2 2 1 1 27 君津中央病院

市 原 11 7 7 2 2 1 23 帝京大学ちば総合医療センター

千 葉 市 28 18 18 5 7 1 1 60 千葉市立青葉病院

船 橋 市 17 11 11 3 4 35

柏 市 14 9 9 2 3 28

千 葉 県 計 215 135 135 35 44 9 7 445

インフルエンザ/
保 健 所 名 小児科 眼科 ＳＴＤ 基幹 疑似症 計 基幹定点名



- 60 - 

３ 予防接種事業 

予防接種法に基づき、市町村において実施される定期の予防接種について、その適正かつ円滑な

実施を図る。 

（１）予防接種法における定期接種                  （令和6年10月1日現在） 

種

類 
感染症の分類 ワクチン名 予防できる感染症 

定

期

接

種 

集団予防を目的と

する感染症 

（Ａ類疾病） 

ＤＰＴ－ＩＰＶ―Ｈｉｂ 

又はＤＰＴ 

又はＤＴ  

又はＩＰＶ 

又は Hib 

ジフテリア 

百日せき 

破傷風 

急性灰白髄炎（ポリオ） 

ヒブ感染症 

ＭＲ 

又はＭ 

 

麻しん 

 

ＭＲ又はＲ 風しん 

乾燥弱毒生水痘ワクチン 水痘 

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン 日本脳炎 

ＢＣＧワクチン 結核 

乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチン Ｈiｂ感染症（細菌性髄膜炎、咽頭蓋炎等） 

沈降肺炎球菌結合型ワクチン 
小児の肺炎球菌感染症 

（細菌性髄膜炎、敗血症、肺炎等） 

組換え沈降ヒトパピローマウイル

ス様粒子ワクチン 

ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸が

ん） 

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン Ｂ型肝炎 

経口弱毒性ヒトロタウイルスワク

チン 
感染性胃腸炎（ロタウイルス） 

個人予防を目的と

する感染症 

（Ｂ類疾病） 

インフルエンザ HA ワクチン 高齢者のインフルエンザ 

23 価肺炎球菌ポリサッカライド

ワクチン 
高齢者の肺炎球菌感染症 

  

新型コロナワクチン 高齢者等の新型コロナウイルス感染症 

 

（２）千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業（平成 16 年 6 月 1 日施行） 

各市町村長が行う定期予防接種の実施医療機関の範囲を、県内全域とすることにより、定期 

予防接種対象者の利便性を増し、感染症予防の手段である予防接種率の向上及び健康被害の防止

を図ることを目的としている。 
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ア 対象者 

（ア）居住する市町村以外の市町村にかかりつけ医がいる者 

（イ）やむを得ない事情により居住する市町村で予防接種を受けることが困難な者 

イ 対象予防接種 

対象となる予防接種は、下記のとおりとし、接種協力医師はこのうち接種可能な予防接種に 

ついて実施する。 

（ア）A 類疾病に対する予防接種 

ａ 百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルス b 型混合 

  （DPT-IPV-Hib）予防接種 

ｂ 百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合（DPT-IPV）予防接種 

ｃ 百日せきジフテリア破傷風混合（DPT）予防接種 

ｄ ジフテリア破傷風混合(DT)予防接種 

ｅ 不活化ポリオ(IPV)予防接種 

ｆ 麻しん風しん混合（MR）予防接種 

ｇ 麻しん予防接種 

ｈ 風しん予防接種 

ｉ 日本脳炎予防接種 

ｊ 結核（BCG）予防接種 

ｋ Hib 予防接種 

ｌ 小児の肺炎球菌予防接種 

ｍ ヒトパピローマウイルス（子宮頸がん）予防接種 

ｎ 水痘予防接種 

о B 型肝炎予防接種 

ｐ ロタウイルス予防接種 

（イ）B 類疾病に対する予防接種  

ａ インフルエンザ予防接種 

ｂ 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種 

ｃ 新型コロナウイルス感染症予防接種 

（３）千葉県予防接種センター事業 

予防接種法（昭和23年法律第68号）に基づく定期の予防接種がより安全かつ有効に実施される

ようにすることにより、予防接種率の向上を図るとともに、健康被害の発生の防止に万全を  

期することを目的とする。 

ア 委託医療機関 

   千葉県こども病院 
イ 事業の内容 

（ア）予防接種の実施 

     要注意者に対する予防接種を市町村からの委託により実施する。 

        健康被害が発生した場合の責任は委託元市町村が負うものとする。 

（イ）予防接種、感染症に関する知識や情報の提供 

 副反応を含む予防接種に関する知識や情報、さらには感染症に関する知識等の提供を  

行う。 

（ウ）医療相談 

    要注意者・医療機関に対する医療相談を行う。 
（エ）医療従事者向け研修 
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    医療従事者を対象とする研修会を実施する。 
 
 

 

４ エイズ（後天性免疫不全症候群）対策事業 

エイズ・性感染症対策に対する関心を高め、若い世代を中心としたエイズ等に関する正しい知識

の普及啓発を行うとともに相談、検査を実施している。 

（１）啓発普及活動 

ア エイズキャンペーン等による予防啓発活動 

イ ポスターの掲示・パンフレット等の配布による予防啓発活動 

ウ 市町村が地域で行う啓発普及活動に対する支援 

エ 青少年（学校等）におけるエイズ等感染症予防啓発活動 

（２）相談体制の充実 

ア 電話・来所での相談の実施 

イ エイズ患者・感染者等の心理的サポートを行い、円滑な HIV 診療を推進するため、専門相談員

の派遣の実施（疾病対策課） 

（３）検査体制の充実 

ア 夜間HIV検査の実施（一部の保健所） 

イ 即日HIV検査の実施 

ウ 休日街頭検査の実施（委託事業） 

エ 性感染症検査（梅毒・クラミジア・淋菌）、及び B 型肝炎、C 型肝炎検査の実施 

（４）診療体制の確保 

エイズ患者の診療を行っている医療機関は必ずしも多くないことから、地域ごとにエイズ診療

の拠点となるエイズ治療拠点病院を整備。（ほぼ二次医療圏ごと（県内 10 病院））（疾病対策課） 

 

５ 肝炎対策事業 

  平成22年1月に施行された肝炎対策基本法に基づき、平成23年5月に「肝炎対策の推進に関する 

基本的な指針」が国から示された。県では、この指針を踏まえ、平成24年4月に「千葉県肝炎対策

推進計画」を策定し、関係機関が連携し、肝炎患者の早期発見により肝がん患者の減少と肝炎患者

等が安心して生活できる環境づくりに取り組み、肝炎対策の一層の推進を図っている。 

（１） 啓発支援事業 

ア 肝炎に関する正しい知識の普及啓発と情報提供 

 イ 千葉県肝疾患相談センターによる相談事業の紹介  

※地域保健福祉課(地域保健課)でも対応 

 ウ 医療機関情報及び受診勧奨 

（２） 検査促進事業 

ア 保健所におけるB・C型肝炎の無料検査の実施 

イ 委託医療機関（病院及び診療所）における無料検査の実施 

ウ ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業(フォローアップ事業)の実施 

（３） 医療推進事業 

  ア 千葉県肝炎診療ネットワーク構築の推進 

  イ 千葉県肝炎医療コーディネーター養成事業の実施 

  ウ 肝炎患者支援手帳（健康管理手帳）の配布 

  エ 医療費の助成「千葉県肝炎治療特別促進事業」 
※地域保健福祉課（地域保健課）業務 
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B型及びC型肝炎に対するインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、ペグ   

インターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤併用療法による治療及び核酸  

アナログ製剤治療への公費による助成制度 

 

（４）千葉県感染症対策審議会肝炎対策部会 

   県内の実情に合わせた肝炎対策を協議するため、平成20年1月に千葉県肝炎対策協議会を設置

した。平成26年4月から 千葉県感染症対策審議会肝炎対策部会に移行した。 

 

６ 原爆被爆者対策事業 

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき、被爆者の健康の保持、増進を図るため、 

医療の給付、医療特別手当等の支給をはじめとする各種の対策を実施している。 

（１）被爆者健康手帳の交付 

（２）医療費の支給手続き 

（３）定期健康診断（年2回）の実施 

（４）各種手当（医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護 

手当、健康手当、交通手当、葬祭料）の支給手続き 

（５）原爆被爆者相談 

（６）介護保険利用者の負担額助成 

（７）被爆者一般疾病医療機関に係る指定等の申請手続き 

 

７ 臓器移植対策事業 

一人ひとりが臓器提供に対する意思を明確にし、家族の理解を得ておくことが重要であるので、

マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等への記入およびインターネットでの登録により臓

器提供に対する意思表示を行い、それらの意思が尊重されるよう、移植医療に関する普及・啓発活

動を行っている。 

平成22年7月の改正臓器移植法の施行により、脳死判定・臓器摘出の要件として、本人の意思が

不明（拒否の意思表示をしていない場合）であって、家族が書面により承諾するときは、臓器提供

を行うことが可能となった。 

 

８ 骨髄提供希望者登録推進事業 

骨髄バンク登録のために窓口を開設して登録の推進を図っている。 

（受付実施保健所：印旛・長生・君津） 

 

９ 石綿健康被害対策事業 

  石綿による健康被害の救済に関する法律が平成 18 年 3 月 27 日に施行され、健康被害救済制度の

受付を独立行政法人環境再生保全機構との契約に基づき行っている。 

  平成 22年 7月 1日に改正政令が施行され、アスベストを吸入することにより発生する「中皮腫」

「石綿による肺がん」に加え、「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」「著しい呼吸機能障害を伴う 

びまん性胸膜肥厚」が指定疾病に追加された。 

また、令和 4年 6月 17日の法律の一部改正に伴い、特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限が延

長となった。 
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特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限 

（※指定疾病に起因し、認定申請前に死亡した方と同一生計にあった御遺族が給付対象者） 

指定疾病名 死亡した日 改正後の請求期限 

中皮腫・石綿による

肺がん 

法施行前（平成 18 年 3月 26 日まで） 令和 14 年 3月 27 日まで 

改正法施行日前（平成 20 年 11 月 30 日まで） 令和 15 年 12 月 1 日まで 

改正法施行後（平成 20 年 12 月 1 日以降） 死亡後 25 年以内 

著しい呼吸機能障害

を伴う石綿肺・びま

ん性胸膜肥厚 

改正政令施行前（平成 22 年 6月 30 日まで） 令和 18 年 7月 1 日まで 

改正政令施行後（平成 22 年 7月 1 日以降） 死亡後 25 年以内 
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 ○ 食品衛生法 
 

 ○ 食品衛生法施行 
条例 

 
 
 

製菓衛生師法 
 

 

○ ふぐの取扱い等 
に関する条例  

 
 

 

食品衛生関係 
 

製菓衛生師関係 
 

ふ ぐ 関 係 
 

 

・食品衛生管理者の設置 
 

・営業届出の事務 

 

営 業 
 

監視指導 
 

試験検査 
 

食中毒予防 
 

衛生教育 
 

そ の 他 
 

・営業許可及び営業届出施設の監視指導 
 

・適正表示の確認  
・県内流通食品（輸入食品を含む）の監視  
・給食施設の監視指導  
・年末の食品安全推進月間   
・食品等の理化学・細菌検査 

 ・現場検査 
 

 
・食中毒警報等発令制度  
・食品衛生夏期対策期間 

 
・食品取扱者に対する講習 

 
・消費者に対する講習 

 
・食品営業施設、食品等に関する 

消費者からの苦情処理 
 ・（公社）千葉県食品衛生協会の育成指導 

 ・食品衛生推進員・食品衛生指導員の 

育成指導 
 

・製菓衛生師免許  
 

・
ふぐ処理師免許 

 
・試験関連事務 

 
・ふぐ営業認証施設の認証と監視指導 
 

  
 

＜関係法令＞  
 

○ 食品安全基本法  
 
○ 千葉県食品等の 

安全・安心の確 
保に関する条例  

 

食
品
の
安
全
確
保 

 

○ 

食品表示法 

・

 ・32業種の営業許可事務 

○ 

健康危機 ・食中毒の調査 

・食品衛生責任者の設置 

<生活衛生に関すること> 

 

１０ 食品衛生事業      

食品産業の技術革新による食品の製造・加工技術の進歩、消費者ニーズに伴う食品の多様化、さら

には食品流通の広域化・複雑化による食品関係施設の業態の変化など、食品を取り巻く環境が大き

く変化する中、食品の安全性について様々な課題が生じてきており、消費者の関心も高まっている。 

このため、「千葉県食品等の安全・安心の確保に関する条例」（平成 18 年 4 月 1 日施行）に     

基づく「基本方針」を策定し、食品等の安全・安心の確保を図るため、生産から消費に至る総合的な

施策を推進している。 

保健所では、特に食品衛生法に基づき、食品営業施設の許可・届出業務や食品関係施設の定期的な

立入検査を行う一方、食品等事業者自らが実施する衛生管理の向上を指導している。また、立入検査

や食品等の試験検査等により発見した違反食品等の排除に努めるとともに、食中毒発生時には、原

因究明と拡大防止のための健康危機管理対策を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）食品衛生法（昭和 22 年）の施行 

食品の安全性確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、

飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的として

いる。対象は食品だけでなく、食品添加物、器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤も含まれる。 

ア 営業許可事務 

食品の製造、調理、販売等の営業を行う場合、公衆衛生に与える影響が著しい営業で、政令で

定める 32 業種については、知事（保健所設置市にあっては市長。以下、「知事等」という。）

の許可を受けなければならない。 
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営業の許可期限については、施設の構造・設備の項目で、食品衛生上好ましい材質特性、構造 

特性を定め、適合数に応じて有効期間を決定している。 

・調理業（飲食店営業等） ・販売業（食肉販売業、魚介類販売業） 

・製造業（菓子製造業、そうざい製造業等） ・処理業（乳処理業、食肉処理業等） 

イ 営業届出事務 

  営業許可の対象以外のものであって、公衆衛生に与える影響が少ないものとして政令で定める

もの及び食鳥処理の事業を除き、食品の製造、販売等の営業を行う場合、知事等に届け出なけれ

ばならない。 

 ・販売業（弁当販売業、野菜果物販売業等） ・製造業（調味料製造・加工業、製茶業等） 

 ・集団給食施設（営業許可対象外の給食施設で継続的に不特定又は多数の者に食品を提供） 

ウ 食品等事業者の施設の監視指導 

県内の特性等を踏まえ、重点的、効率的かつ効果的な監視指導を実施するため、食品衛生法に 

基づき毎年度策定する「千葉県食品衛生監視指導計画」により実施している。 

保健所では、健康生活支援課（生活衛生課）と食品機動監視課の食品衛生監視員が連携し、食品

営業施設等の立入検査や食品検査などの監視指導を実施している。 

特に、食品機動監視課は、広域流通食品等事業者（卸売市場、大規模小売店舗、大規模食品製造

施設等）や集団給食施設を対象に、重点的な監視指導を実施している。 

（ア）共通監視指導事項 

・法令の基準（施設の構造設備、公衆衛生上必要な措置の基準（HACCP*に沿った衛生管理の基準

を含む）、食品等の規格、表示基準等）の遵守状況 

（イ）重点監視指導事項 

①  食中毒予防対策 

・ノロウイルス、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌など食中毒の原因物質に応じて定めた 

重点事項による監視指導の実施 

②  食品等の適正表示 

・科学的根拠に基づいた適正な期限表示と保存方法 

・アレルギー物質を含む食品及び原材料の適正表示 など 

③  食品群ごとの食品供給行程（フードチェーン）を通じた危害防止対策 

・農畜産物、水産物等の特性に応じて定めた重点事項による監視指導の実施 

④  広域流通食品事業者の監視指導 

・製造管理マニュアル、記録の作成及び保存、消費期限等の表示の確認 

⑤ 異物混入防止対策 

・施設の適正な管理、そ族昆虫対策、化学物質の適正な管理 など            

⑥ 輸入食品に係る監視指導 

・輸入食品の検査 

・違反発見時の対応 

（ウ）施設の立入検査の方法等 

監視指導を以下のように分類し、分類した業種（施設）ごとの監視指導の重要度等を踏まえ

て、頻度を定めている。 

① 製造業等監視 

原則年に 1 回以上 

② 重点監視 

 
HACCP 

Hazard Analysis and Critical Control Point の略で、食品の衛生管理手法の一つ。 

事業者が食中毒菌汚染等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を除去低減

させるために特に重要な工程を管理し、安全性を確保する衛生管理手法。 
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  施設の規模等により必要な頻度 

③ 定期監視 

  継続時に監視 

④ その他の監視 

  必要に応じて監視 

（エ）食品等の検査 

管内で生産、製造、販売等されている食品等（輸入品も含む）について、食品衛生法及び食品

表示法に基づく検査を実施し、違反食品等（成分規格、添加物の使用基準、表示基準、残留農薬

等の違反）の排除に努めている。 

（オ）法令違反に対する対応 

①  施設の構造設備、公衆衛生上必要な措置の違反 

改善指導若しくは命令等を行う。 

②  違反食品等 

事業者による回収、廃棄等の措置、必要に応じ営業の禁止若しくは停止等の行政処分を行う

とともに、再発防止のための改善指導を行う。 

③  広域流通食品、輸入食品等 

製造、販売施設等を管轄する保健所に通報するとともに、関係自治体に情報提供を行うなど、

連携して違反食品等の排除、再発防止の措置を行う。 

（カ）夏期・年末等における監視指導の強化 

食中毒が多発する夏期及び食品流通量が増加する年末において、食中毒予防の広報を行うと

ともに、食品関連事業者等に対しては、食品の適正表示の徹底、規格基準違反食品の排除、食中

毒防止対策を重点とした監視指導を行う。 

・千葉県食品衛生夏期対策            （6 月～9 月）：海の家等海浜の食品営業施設一斉監視等の実施 

食中毒注意報・警報の発令、食中毒予防・啓発 

事業の実施等 

・千葉県年末の食品安全推進月間（12 月） ：広域流通食品等事業者の監視指導 

（キ）食品等事業者自らが実施する衛生管理の推進 

食品の安全を確保するためには、行政による監視指導と併せて、食品等事業者自らが実施  

する衛生管理の徹底が不可欠であり、食品衛生法に食品等事業者の責務が明記されている。 

このため、食品等事業者に対し、自らが実施する衛生管理の一層の強化を推進している。 

①  HACCP に沿った衛生管理の推進 

原則として全ての食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理を実施する必要があることから、

食品等事業者へのHACCPの指導・助言を行う。 

・食品等事業者に対し、HACCP導入時の技術的助言及び導入後の監視指導を行う。 

・食品等事業者が適切かつ円滑にHACCPを導入・運用できるよう、ホームページやリーフレット

等を活用し、必要な情報を提供する。 

②  法令に規定する食品衛生管理者及び食品衛生責任者に対する衛生管理の徹底の指導 

③ 知事が委嘱する食品衛生推進員、公益社団法人千葉県食品衛生協会長が委嘱する食品衛生 

指導員による自主的な活動の支援 

④  衛生知識の向上を図るための講習会の実施 

（ク）食品関係の相談・苦情の対応 

消費者からの食品衛生に関する相談や苦情に応じ、食品関係施設の衛生管理に係る事案に 

ついては、必要に応じた調査を実施している。 

エ  食中毒等健康危機発生時の対応 

「千葉県健康危機管理基本指針」、「千葉県食中毒疫学調査要領」等に基づき、発生内容・ 

程度等に応じて、迅速かつ的確な疫学調査を実施し、早期の原因究明と危害の拡大防止を図る。 
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＜食中毒調査＞ 

①  発生の探知（医師からの届出、患者・学校・事業所からの連絡、保健所職員の探知） 

②  初期情報の収集、本庁等との連携、健康危機事案発生共有システムへの登載 

③  調査方針の決定（調査班（患者調査、施設調査、情報整理）、関連保健所への調査依頼） 

④  疫学的調査・情報収集 

・患者・喫食者・関係者の調査（喫食状況、症候学的調査等） 

・施設調査（食材の仕入れ及び食品の提供、食品の製造・調理・販売過程、衛生状態等） 

・試験検査（患者・喫食者・関係者及び施設・流通経路からの検体採取） 

⑤  調査結果の検討（食中毒の判断、病因物質・原因施設・原因食品等の推定及び決定） 

⑥  措置（拡大防止対策、再発防止対策） 

⑦  本庁への報告、事件の公表 

（２）関係法令の施行 

①  食品表示法 ② 製菓衛生師法 ③  ふぐの取扱い等に関する条例   

④ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 

 

１１ 狂犬病予防・動物愛護管理事業 

動物行政は、狂犬病予防法の施行以来、主として犬による人の生命、身体及び財産への危害を防止

する目的で取り組んできたが、近年は広範囲な飼養動物を対象とした動物愛護管理業務が急速に 

増加している。 

（１）狂犬病予防法の施行 

狂犬病の発生及びまん延を未然に防止するため、狂犬病予防法に基づき、野犬等の捕獲、抑留を

行うとともに、市町村の事務である犬の登録及び注射について、市町村及び関係団体と連携し、 

飼い主に対する狂犬病の知識の啓発と制度の周知を行い、実施率の向上を図っている。 

（２）動物の愛護及び管理に関する法律の施行 

動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、次の業務を実施している。 

① 動物の所有者等が、動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚し、動物の健康及び安全

を保持するとともに、飼養する動物が人に迷惑を及ぼすこと等のないよう適正飼養を指導する。 

② 動物取扱業の適正化のため、登録事務、立入検査等を実施するとともに、動物取扱責任者に 

対し研修を実施する。 

③ 特定動物による危害防止等の徹底を図るため、飼養又は保管許可に関する事務・検査・指導を

実施する。 

④ やむを得ない場合のみ、犬及び猫の引取りを行っているが、飼い主責任の自覚促進と受益者 

負担適正化のため、平成 18 年 6 月から飼い主からの引取りを有料化した。平成 25 年 9 月の法

改正により、犬猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、その引取りを  

拒否できることが明文化され、飼い犬及び飼い猫の生存の機会付与に対する飼い主の責任が明

確となった。 

⑤県は、飼主のいない猫の繁殖を防ぎ、致死処分される猫を減らすことを目的として、「千葉県

飼主のいない猫の不妊・去勢手術等推進事業」を実施している。これに併せて手術実施のために

捕獲器を貸し出すと共に、無責任な餌やり者への指導・助言を実施している。 
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（３）千葉県動物の愛護及び管理に関する条例の施行 

人と動物の共生する社会の実現を図るため、千葉県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、  

飼い主に対する適正な飼い方の指導等を行っている。 

※ 千葉県動物愛護センター管内の保健所（習志野、市川、松戸、野田、印旛、香取、海匝、山武）

にあっては、狂犬病予防法及び千葉県動物の愛護及び管理に関する条例の施行のうち、「野犬等

の捕獲・抑留、処分（致死・譲渡）」に関することを除く事業を実施している。また、千葉県動物

愛護センター管外の保健所（長生、夷隅、安房、君津、市原）にあっては「処分」に関することを

除く事業を実施している。 

なお、収容した犬・猫の処分については、千葉県動物愛護センターにおいて実施している。 

※ 千葉市にあっては千葉市動物保護指導センターで、                船橋市にあっては船橋市動物愛護指導 

センターで、柏市にあっては柏市動物愛護ふれあいセンターで実施している。 

 

１２ 生活衛生事業 

県民の日常生活に密着している営業施設について、それぞれの法律に基づき許可（承継・譲渡）に

係る業務、監視指導、改善指導、衛生教育等を行い施設の衛生水準の維持向上を図っている。 

また、シックハウス症候群や衛生害虫等の住居衛生に係る相談等に応じている。 

（１）興行場法、旅館業法、公衆浴場法（許可三法）の施行 

興行場・旅館業・公衆浴場を営業しようとする者は、各法令に基づき知事等に申請し、許可を 

受ける必要がある。 

ア 興行場 

（ア）定義：「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設」

をいう。 

（イ）許可を受けるにあたっては、条例で定める設置基準、構造設備基準に適合していなければなら

ず、運営する際は、条例で定める換気、照明、防湿、清潔等の衛生基準を遵守しなければならな

い。 

（ウ）関係する条例等 

・興行場法施行条例 

・興行場法施行条例施行規則 

抑    留 

・動物愛護週間行事 
・動物の飼養及び管理に関する指導、助言 
・犬及び猫の引取り 
・負傷動物の収容 
・第一種動物取扱業の登録・指導、第二種動物 

取扱業の届出 

・多頭飼養の届出 

関係法令 
①動物の愛護及び管理

に関する法律 
②千葉県動物の愛護及

び管理に関する条例 

動物の愛護 

動物の愛護管理 

・特定動物の飼養（保管）許可･指導 

・特定動物逸走時の通報及び侵害発生時の届出義務 
・犬の係留義務、係留解除禁止 

・犬による侵害発生時の措置 

(こう傷届出、獣医師の検診、知事への報告) 
・措置命令及び飼い犬の引渡し命令 
・野犬等の捕獲抑留 
・薬物による野犬等の掃討 

動物による 
危害防止 

関係法令 
 ①狂犬病予防法 狂犬病予防 

・野犬等の捕獲 

・抑留、処分（致死・譲渡） 
・市町村への公示依頼 

犬の登録、鑑札交付 

狂犬病予防注射、注射済票交付 
市町村事務 
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イ 旅館業 

（ア）定義：寝具を使用して「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」であり、旅館・ホテル営業、

簡易宿所営業、下宿営業の 3 種類がある。 

さらに、千葉県では、海水浴場で 6 月から 8 月の 3 ケ月に限って営業する宿泊施設について、

構造設備基準の特例を認めている。 

（イ）許可を受けるにあたっては、施行令及び条例で定める種別毎の構造設備基準に適合していな

ければならず、運営する際は、条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準及び浴

槽水等の水質基準を遵守しなければならない。 

（ウ）関係する条例等 

・旅館業法施行条例 

・旅館業法施行細則 

・旅館業法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則 

・旅館業法施行条例に基づく施設の指定 

ウ 公衆浴場 

（ア）定義：「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」をいう。 

一般公衆浴場（銭湯）とその他の公衆浴場（ヘルスセンター・健康ランド型、スポーツ施設併 

設等）に分類される。 

（イ）許可を受けるにあたっては、条例で定める配置基準、構造設備基準に適合していなけれ 

ばならず、運営する際は、条例で定めた換気、照明、保温、清潔等の衛生・風紀基準並びに浴 

槽水等の水質基準を遵守しなければならない。 

（ウ）関係する条例等 

・公衆浴場法施行条例 

・公衆浴場法施行細則 

・公衆浴場法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則 

・公衆浴場入浴料金の統制額 
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（２）理容師法、美容師法、クリーニング業法（確認三法）の施行 

理容所・美容所・クリーニング所を開設しようとする者は、各法令に基づき知事等に届出し、 

使用前の検査確認を受ける必要がある。 

ア 理容所・美容所 

（ア）定義：理容とは「頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること」、美容とは「パーマ

ネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすること」をいう。 

理（美）容師とは、厚生労働大臣の免許を受けて理（美）容を業とする者をいい、理（美）容

師でなければ、理（美）容を業としてはならない。 

（イ）理（美）容師免許 

理（美）容師免許は、厚生労働大臣が指定した理（美）容師養成施設で必要な学科・実習を修

了した後、理（美）容師試験に合格した者からの申請に基づき、理（美）容師名簿に登録するこ

とにより与えられる。 

（ウ）理（美）容所 

理（美）容師は、次の特別の事情がある場合以外は、理（美）容所で、理（美）容を行わ     

なくてはならない。 

① 疾病その他の理由により、理（美）容所に来ることができない場合 

② 婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に行う場合 

公衆浴場業 
：許可対象 公衆浴場 一般公衆浴場 

物価統制令 
対象 

適正配置 

温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、その利用目的及び形態が地域住民の 

日常生活において保健衛生上必要なものとして利用されている入浴施設 

 ●銭湯 

 ●老人福祉センター等の浴場(一般に開放されているもの) 

その他の公衆浴場 

例示（類型） 
１ 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、保養または休養のための施設を 

有するもの 
   ●ヘルスセンター 
   ●健康ランド 
2 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、スポーツ施設に付帯するもの 

●ゴルフ場等の風呂 
●アスレチックジム等の風呂 

3 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、工場、事業所等がその従業員の 
福利厚生のために設置するもの 

4 蒸気・熱気等を使用し、同時に多数人を入浴させることができるもの 
●サウナ（を主とする浴場） 

5 蒸気・熱気等を使用し、個室を設けるもの 
6 その他のもの 

●移動入浴車（浴槽が固定されているもの） 
●エステティックサロン（熱気、熱砂、熱線、泥、etc.） 
●酵素風呂、砂風呂等 
●介助浴槽（機械浴槽）（専ら、デイサービス事業に係るものを除く） 

（その他のものに含まれるもの） 
○ 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、健康増進を目的とするもの 

●クアハウス 

公衆浴場業：許可対象としないもの 

▽ 他法令に基づき設置され、衛生措置の講じられているもの 
○ 身体を汚染する作業場に設けられた浴場（労働安全衛生規則第６２５条） 
○ 事業附属寄宿舎（労働基準法第９６条、事業附属寄宿舎規程第２７条） 
○ 旅館業法の適用を受ける施設内に設けられた浴場（宿泊者以外の者が入浴するものを除く） 

▽ 専ら、他法令、条例等に基づく制度により運営され、衛生措置の講じられているもの 
○ デイケア施設（高齢者の医療の確保に関する法律に基づく措置にかかる事業のみを行う施設に設けられた 

浴場（医療行為）） 
○ 対象者を限定して、もっぱら、行政が実施する介助サービス事業のみを行う浴場 

● 老人福祉施設におけるデイサービスの用に供する浴場 
● 身体障害者福祉センター等におけるデイサービスの用に供する浴場 

 
公衆浴場に該当しないもの 

○ 浴場にあたらないもの 
●遊泳用プール 
●遊泳用プールに付帯する採暖設備（採暖室、採暖槽） 

（遊泳用プールに近接して設置され、単独で利用されることがないもの） 
○ 消費生活上の協同行為であって、社会性の認められないもの 

●もらい湯 
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③ 都道府県が条例で定める場合 

    ・停泊中の船舶の乗船者であって上陸できないものに対して行う場合 

    ・特別養護老人ホーム等に入所している者に対して行う場合 

    ・演芸等に出演する者に対して、その演芸等の直前に行う場合 

（エ）関係する条例等 

・理（美）容師法施行条例 

・理（美）容師法施行細則 

イ クリーニング所 

（ア）定義：クリーニング業とは、「溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品

を原型のまま洗たくすること（繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを

回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む。）を営業とするこ

と」をいう。 

（イ）クリーニング師免許 

クリーニング師免許は、中学校を卒業後、都道府県知事が行う試験（筆記試験、実技試験）に

合格した者に与えられる。 

（ウ）クリーニング所 

クリーニング所には、洗い・仕上げを行う一般クリーニング所と洗たくの処理をせず受取・引

渡しのみを行う取次所がある。一般クリーニング所には、業務用の機械として、洗たく機及び脱

水機をそれぞれ少なくとも 1 台備えるとともに、一人以上のクリーニング師を置かなければな

らない。 

また、クリーニング所を開設しないで車両を用いて洗たく物の受取及び引渡しを営業とする

無店舗取次店も事前の届出が必要である。 

（エ）関係する条例等 

・千葉県クリーニング所の衛生措置に関する条例 

・クリーニング業法施行細則 

・千葉県クリーニング所の衛生措置に関する条例第 3 条に規定する衛生措置基準の特例を定め

る規則 

（３）飲料水の衛生に関すること（町村の区域内に限る） 

水道法、小規模水道条例等に基づき、水道施設の布設及び管理の適正を図り、設置者が安全な

飲料水を供給、又は管理することを目的とし、設置者指導（専用水道・小規模専用水道布設工事

確認業務、改善指導）、立入検査、衛生教育等を行っている。近年は、クリプトスポリジウム等

の原虫による飲用水汚染が問題となっており、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指

針」（平成 19 年厚生労働省）による水質管理が重要になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 規 模 専 用 水 道 

小規模簡易専用水道 

水 道 事 業 上 水 道 事 業 

千葉県小規模水道条例 
適用の水道 

水道法 適用の 水道 

水   道 

水 道 用 水 供 給 事 業 

専 用 水 道 

簡 易 専 用 水 道 

水道の種類（「     」は水道法上の用語） 

水道施設の体系 

簡 易 水 道 事 業 
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ア 水質基準 

水道法第 4 条の規定による水質基準は、水質基準に関する省令（平成 15 年 5 月 30 日厚生労働省

令第 101 号）により、51 項目について基準が設定されている。 

水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を水質管理目標設定項目、毒性評価が定まら

ない物質や水道水中での検出実態が明らかでない項目を要検討項目と位置づけ、必要な情報

・知見の収集が行なわれている。 
水質基準一覧 

項目 基準 項目 基準 

一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 

大腸菌 検出されないこと トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下 

カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 

水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 ブロモホルム 0.09mg/L以下 

セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 

鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 

ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 

六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 

亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下 

シアン化イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 

フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 塩化物イオン 200mg/L以下 

ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下 

四塩化炭素 0.002mg/L以下 蒸発残留物 500mg/L以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 

ｼｽ-1,2-ｼｸ゙ﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗ

ﾝｽ-1,2-ｼｸ゙ﾛﾛｴﾁﾚﾝ 
0.04mg/L以下 ジェオスミン 0.00001mg/L以下 

ジクロロメタン 0.02mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 

ベンゼン 0.01mg/L以下 有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量) 3mg/L以下 

塩素酸 0.6mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下 

クロロ酢酸 0.02mg/L以下 味 異常でないこと 

クロロホルム 0.06mg/L以下 臭気 異常でないこと 

ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下 色度 5度以下 

ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 濁度 2度以下 

臭素酸 0.01mg/L以下  

 

イ 水道法（専用水道、簡易専用水道） 

（ア）専用水道 

① 自己水源の場合は、100 人を超える居住者に飲用水を供給するもの、又は人の飲用など生活 

のために使用する 1 日最大給水量が 20 ㎥を超えるもの 

② 上水のみを受水する場合は、上記①の場合に加えて、受水槽の有効容量の合計が 100 ㎥を超 

え、六面点検できないものなど 

（イ）簡易専用水道 

上水のみを受水し、受水槽の有効容量が 10 ㎥を超えるもの（専用水道を除く） 
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ウ 千葉県小規模水道条例 

（ア）小規模水道 

50 人以上の者に飲用水を供給するもの（水道事業、簡易水道事業、水道用水供給事業、専用

水道、簡易専用水道を除く）で、小規模専用水道、小規模簡易専用水道がある。 

① 小規模専用水道：小規模水道のうち小規模簡易専用水道以外のもの 

② 小規模簡易専用水道：小規模水道のうち上水のみを受水するもの 

（イ）関係する条例等 

・千葉県小規模水道条例 

・千葉県小規模水道条例施行規則 

エ 一般飲用井戸等 

水道法や千葉県小規模水道条例に該当しない小規模の水道施設や業務用井戸、一般飲用井戸等

の衛生管理、水質検査等について相談を実施している。 

（４）温泉法の施行 

温泉法に基づき、温泉を保護し、災害を防止し適正に利用するため、土地掘削・動力装置・採 

取、確認及び利用許可に係る業務、利用状況報告の徴収、立入検査等を行っている。 

ア 温泉 

「温泉法」により、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス（炭化水素を主成 

分とする天然ガスを除く。）で、次に掲げる温度又は物質（イオン等）を有するものをいう。 

（ア）泉源における水温が摂氏 25 度以上（摂氏 25 度未満のものは、冷鉱泉と呼ぶ事がある）。 

（イ）規定された 19 成分のうち、いずれか 1 つ以上のものを含む。 

（５）建築物における衛生的環境の確保に関する法律の施行 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、建築物の衛生的な環境の確保を目的 

として、特定建築物の届出に係る業務、維持管理権原者・建築物環境衛生管理技術者指導、知事登 

録申請に係る業務、登録営業所指導、立入検査等を行っている。 

ア 特定建築物 

多数の者が使用し、又は利用する建築物では、建物内の空気環境や飲料水の水質等を衛生的   

に維持管理することが必要である。「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、次

の特定用途の合計面積が 3,000 ㎡以上のもの及び学校で 8,000 ㎡以上のものを特定建築物と 

定義し、保健所に届出をするとともに、建築物環境衛生管理基準の遵守が義務づけられている。 

〔特定用途〕 

    興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館 

イ 特定建築物の管理 

特定建築物維持管理権限者は、「建築物環境衛生管理基準」に従い、下記の事項について維持

管理をしなければならない。また、その管理が適正に行われるように監督するため、建築物環境

衛生管理技術者を選任しなければならない。 

① 空気環境の調整  ②  給水及び排水の管理  ③  清掃  ④ ねずみ・こん虫等の防除 

⑤  その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置 

ウ 建築物管理事業登録 

下表左欄に掲げる事業を営んでいる者は、事業の区分に従い、その事業所ごとに申請するこ

とにより、その所在地を管轄する知事の登録を受けることができる。 

なお、千葉市、船橋市及び柏市内の営業所に係る登録事務は、千葉県知事の権限に属する事務

の処理の特例に関する条例に基づき当該市長に権限移譲している。 

 

業  種 業務内容 

1号 建築物清掃業 建築物内の清掃を行う事業（建築物の外壁や窓の清掃

､給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。） 
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2号 建築物空気環境測定業 

 

建築物内の空気環境（温度、湿度、浮遊粉じん量、一

酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流）の測定を行う

事業 

3号 建築物空気調和用ダクト清掃

業 

建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 

4号 建築物飲料水水質検査業 

 

建築物における飲料水について､「水質基準に関する

省令｣の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う

事業 

5号 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物の飲料水貯水槽（受水槽、高置水槽等）の清掃

を行う事業 

6号 建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業 

7号 建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物内において､ねずみ、昆虫等､人の健康を損なう

事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 

8号 建築物環境衛生総合管理業 

 

 

 

 

 

建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備

の運転、日常的な点検及び補修(以下｢運転等」という

。）並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設

備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残

留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭

い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の

維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 

 

（６）化製場等に関する法律の施行 

化製場等に関する法律に基づいて、施設衛生、衛生害虫及び臭気の適正管理、公衆衛生の維持を目 

的に、許可に係る業務、立入検査、改善指導、衛生教育等を行っている。 

ア 化製場及び死亡獣畜取扱場 

獣畜（牛、馬、豚、めん羊、山羊）の肉、皮、骨等を原料として、皮革、油脂、にかわ、肥料、

飼料その他の物を製造するための施設（化製場） 、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する

ための施設（死亡獣畜取扱場）及び法律第 8 条に規定される施設を設置しようとする者は、知

事等の許可を受ける必要がある。 

イ 動物の飼養又は収容施設 

知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための  

施設で、当該動物の種類ごとに条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該

動物の種類ごとに許可を受ける必要がある。 

（７）遊泳用プールの衛生に関すること 

遊泳用プールの安全及び衛生管理上適切な管理を行うため、「千葉県遊泳用プール行政指導指

針」に基づき、プール利用者の安全確保、公衆衛生の増進を目的に、設置運営計画書等の受理に係

る業務、施設調査、措置勧告、衛生教育等を行っている。 

対象施設は、遊泳用プールで容量がおおむね 100 ㎥以上のもので、学校用プールは学校保健安 

全法に基づき管理が行われていることから、適用除外となっている。 

（８）住居衛生に関すること 

   住居衛生に関する相談、ねずみ及び衛生害虫の相談等を行っている。 

ア 衛生害虫（媒介害虫、有害害虫、不快害虫）やねずみについて、同定等の調査、防除等に    

関する相談に応じている。 

イ 揮発性の化学物質を放散する建材・内装材の使用等によって、新築や改築後の住宅やビルに

おいて、居住者に様々な体調不良を生じることがあり、一般的にシックハウス症候群と呼ばれ

ている。その症状は多様で未解明な部分が多く、様々な複合要因も考えられる。 

このシックハウスについて相談業務を行い、必要に応じて現場検査等を行っている。 
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（９）その他 

ア 住宅宿泊事業法の施行 

住宅宿泊事業法とは、いわゆる民泊サービス事業のことで、一般的に「自宅の一部や空き別 

荘、マンションの空き室などを活用して、宿泊サービスを提供すること」とされている。 

届出は県の健康福祉部衛生指導課が一括で対応し、保健所長には、立入検査及び報告の徴収

等が事務委任されている。 

イ 建築基準法の施行 

建築基準法第 93 条第 5 項に係る浄化槽及び特定建築物に関する通知を受理し、審査及び意見

を行う。 


